
再生可能エネルギー推進検討委員会および専門部会の運営方針(案)

① ビジョン改定に当たらない年度は、検討委員会を原則として３回開催し、専門部会
は原則として１１月に開催する。

② 上記以外にも必要に応じて検討委員会、専門部会を開催する場合がある。
③ 第２回検討委員会と１１月の専門部会にて翌年度事業(予算要求)について意見・提
言をいただく。

④ 検討委員会、専門部会の勉強会(講演会)の開催も検討する。
⑤ 検討委員会と専門部会の委員による先進地事例調査を７～１０月に実施する。

年間スケジュール

運営のポイント

５～６月 第１回委員会 － 新委員紹介、前年度事業の報告と新年度事業の説明など

１０～１１月 第２回委員会 － 先進地事例調査報告、翌年度事業への意見・提言提出

２～３月 第３回委員会 － 事業実施の中間報告、翌年度事業の概要説明など

翌年度事業(予算要求)について委員から意見・提言を
いただく機会を定例化

７～１０月 先進地事例調査 － １～２か所の先進地を訪問・調査

１１月 ＯＷ・ＣＥ専門部会 － 翌年度事業への意見・提言提出

＜参考＞令和６年度の開催実績と今後の予定

Ｒ６. ８. ７ 第１回再エネ推進検討委員会（市役所第３委員会室）

Ｒ６.１２.２０ 第２回再エネ推進検討委員会（市役所会議兼応接室）

Ｒ７. １.１７ クリーンエネルギー活用専門部会（市役所６Ａ会議室）

Ｒ７. １.２０ 洋上風力発電専門部会（市役所第２委員会室）

Ｒ７. ２.２７ 第３回再エネ推進検討委員会（アキタパークホテル）

Ｒ７. ３.１３ 検討委員会・専門部会合同講演会（センタース洋室４）
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